　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和８年　月   日
　練馬区長　様

　　　　　　　　　　　　請負者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　代　表
契約金額の変更について（協議申出）
　　下記の工事請負契約について、「令和８年３月から適用する設計労務単価」（以下「新労務単価」という。）に基づく契約金額に変更したいので、練馬区工事請負契約条項第51条により協議を申し出ます。
　　なお、新労務単価に基づく契約金額に変更された場合は、既に締結している下請契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切に対応いたします。
記

１　既定の契約
（１）契約ＩＤ
（２）工事件名
　

（３）契約金額　　￥
　

（４）契約日　　令和８年　　月　　日
（５）工　　期　　令和８年　　月　　日　から令和　年　　月　　日

